都市公園内行為許可申請書
　　　安　城　市　長

	
	
	申請日
	　　　　年　　月　　日

	申請者
(行為をしようとする者)
	住所
	

	
	氏名
	〈企業・団体名〉

	
	
	

	
	
	〈代表者名〉

	
	
	

	
	担当者
	

	
	電話
	　　　　―　　　―

	行為の場所及び面積
及び面積
	公園
	㎡

	行為の目的
	

	行為の内容
	☐物品の販売又は領布、募金、署名活動その他これらに類すること。
☐業として写真又は映画を撮影すること。
☐興行を行うこと。
☐展示会、競技会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために使用すること。

	
	具体的に（
	
	）

	行為の期間
	

	その他
	

	添付書類
	☐計画書等（行為の内容の詳細が分かるもの）
☐配置図等（公園内の行為箇所が分かるもの）
☐平面図等（行為面積が分かるもの）



 ☐下記の注意事項等を了承しました。
１　露店等の出店は、イベントに伴う場合のみ認められる。（単独出店は認められない。）※堀内公園を除く
２　公園施設の電気（コンセント）の無断使用は、認められない。（一部の公園で有料（実費）使用可）
３　火気の使用は、安城消防署への届出をした場合のみ条件付きで認められる。※露店等も含む
４　安城市都市公園条例第４条に定める禁止行為をすることは、認められない。
５　打ち上げ花火やバーベキューは、安城市都市公園条例第４条第９号に該当する禁止行為である。
６　公共的団体であっても、公益性の乏しい（団体の設立目的に沿わない）行為には使用料の減免は適用されない。


都市公園内行為許可申請書記入例

　　　安　城　市　長次ページ以降のＱ＆Ａもご確認ください。

該当する行為にチェックを入れる

	
	
	申請日
	令和８年　４月　１日

	申請者
(行為をしようとする者)
	住所
	安城市桜町１８番２３号

	
	氏名
	〈企業・団体名〉

	
	
	安城市

	
	
	〈代表者名〉

	
	
	安城市長　三星　元人

	
	担当者
	公園緑地課　花とみどりの係　安城　太郎

	
	電話
	０５６６―７１―２２４４申請者と同じ場合、「同上」


	行為の場所及び面積
及び面積
	安城　公園
	１０　㎡

	行為の目的
	緑化啓発

	行為の内容
	物品の販売又は領布、募金、署名活動その他これらに類すること。
☐業として写真又は映画を撮影すること。
☐興行を行うこと。
☐展示会、競技会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために使用すること。

	
	具体的に（
	テントの設置安城市都市公園条例第５条

	）

	行為の期間
	令和８年４月９日（木）　午前８時００分～午後５時００分

	その他
	

	添付書類
	計画書等（行為の内容の詳細が分かるもの）
配置図等（公園内の行為箇所が分かるもの）
平面図等（行為面積が分かるもの）


チェックがないものは、受け付けない

 下記の注意事項等を了承しました。
１　露店等の出店は、イベントに伴う場合のみ認められる。（単独出店は認められない。）※堀内公園を除く
２　公園施設の電気（コンセント）の無断使用は、認められない。（一部の公園で有料（実費）使用可）
３　火気の使用は、安城消防署への届出をした場合のみ条件付きで認められる。※露店等も含む
４　安城市都市公園条例第４条に定める禁止行為をすることは、認められない。
５　打ち上げ花火やバーベキューは、安城市都市公園条例第４条第９号に該当する禁止行為である。
６　公共的団体であっても、公益性の乏しい（団体の設立目的に沿わない）行為には使用料の減免は適用されない。


Ｑ＆Ａ

１　全般
Ｑ１－１
　公園に露店等を出店してもいいですか？
Ａ１－１
堀内公園以外の公園での露店等の出店は、イベントに伴う場合のみ許可しています。この場合、イベント主催者にイベントの詳細を確認します。
　また、堀内公園における露店等の出店は、堀内公園の指定管理者の許可を受けたうえで公園緑地課に行為許可の申請をしていただければ、イベントに伴わなくても出店は可能です。

Ｑ１－２
　公園をイベント時の駐車場や駐輪場として利用することはできますか？
Ａ１－２
いいえ、できません。安城市都市公園条例第４条第８号で定める禁止行為に該当します。

Ｑ１－３
　公園内のコンセントは無料で使用できますか？
Ａ１－３
いいえ、できません。また、無断での電気の使用には窃盗罪が適用されます。安城消防署に届け出たうえで、各自で発電機を準備してください。
ただし、専用の電力量メーターが設置されている一部の公園では、有料（実費）にて使用できます。詳しくは、公園緑地課（0566-71-2244）までお問い合わせください。

Ｑ１－４
　総合運動公園での行為許可の申請も公園緑地課でいいですか？
Ａ１－４
はい。総合運動公園内にある体育館、野球場及びソフトボール場などのスポーツ施設の利用申請はスポーツ課ですが、それら以外での行為許可の申請は公園緑地課になります。ただし、スポーツ大会等が開催される可能性がありますので、事前にスポーツ課での確認が必要になります。


２　申請者について
Ｑ２－１
企業・団体での申請の場合、申請者の氏名は誰を書けば良いいですか？
Ａ２－１
その行為の責任が取れる方をご記入ください。例えば、代表取締役、支店長及び町内会長などの代表者印がある方などです。

Ｑ２－２
露店等の出店者は、それぞれ個別に申請する必要がありますか？
[bookmark: _Hlk207877580]Ａ２－２
いいえ、誰かが取りまとめて申請していただいても構いません。この場合、納付書と領収書の発行（ともに１枚のみ）は取りまとめた方（申請者）の名義で行われます。この場合、１部の出店者が出店を取りやめても還付はされません。

Ｑ２－３
スポーツ大会を主催する○○協会からイベントの企画を委託されました。申請者の氏名は誰を書けば良いいですか？
Ａ２－３
基本的には、主催する○○協会の代表者の氏名ですが、委託契約書に記載の受託者の代表者の氏名を記入していただいても構いません。ただし、委託されていることを証するもの（委託契約書など）の写しを添付してください。

３　行為の場所及び面積について
Ｑ３－１
同じ行為を複数の公園で行いたいときは、まとめて１枚で申請できますか？
Ａ３－１
はい、できます。記入欄に「別紙参照」と記入し、一覧表を添付してください。


４　行為の内容について
Ｑ４－１
　やりたい行為がチェック欄にありませんが、どのように記入すればいいですか？
Ａ４－１
チェック欄に該当しない行為は、原則許可できません。公園緑地課（0566-71-2244）までお問い合わせください。

Ｑ４－２
　公園内で火気を使用してもいいですか？
Ａ４－２
公園内で直火（たき火）を使用することは、安城市都市公園条例第４条第５号で定める禁止行為に該当します。また、直火ではなくてもバーベキューは、同条第９号で定める禁止行為に該当します。
ガスコンロ、ホットプレート、発電機及びその他の火気の使用については、安城消防署に届け出たうえで使用の許可をします。ただし、その火気の使用箇所が樹木や草花等の近くである場合、同条例第５条第５号で定めにより安城消防署に届け出たとしても許可しないことがあります。

Ｑ４－３
公園内でテントを張って宿泊してもいいですか？
Ａ４－３
公園内での宿泊行為は、防犯上の問題から許可していません。

５　行為の期間について
Ｑ５－１
同じ行為を複数の日で行いたいときは、まとめて１枚で申請できますか？
Ａ５－１
はい、できます。ただし１部の日のみ行為を取りやめても還付はされません。その可能性がある場合は、１日ずつ申請書を提出することをお勧めします。
この場合、納付書、領収書及び許可書は１日ずつ発行されるため、１日ずつの還付申請が可能です。


６　使用料の減免について
Ｑ６－１
　どのような行為が減免されますか？
Ａ６－１
公共団体（国立、都道府県立及び市町村立のもの）が行う行為または公共的団体が行う非営利かつその団体の設立目的に沿う行為です。

Ｑ６－２
　公共的団体とは、どのような団体ですか？
Ａ６－２
例えば、私立学校法で定める学校法人、医療法で定める医療法人及び社会医療法人及び社会福祉法で定める社会福祉法人などがあります。公共的団体に該当するか確認したい場合は、公園緑地課（0566-71-2244）までお問い合わせください。

Ｑ６－３
　町内会の祭りは、使用料が減免されますか？
Ａ６－３
はい、減免されます。ただし、露店等の出店には、使用料は減免されません。出店者に行為許可の申請を促してください。

Ｑ６－４
公共的団体の親睦会などで行うグラウンドゴルフ大会などは、使用料が減免されますか？
Ａ６－４
いいえ、減免されません。たとえ非営利でも、その団体の設立目的に沿う行為でなければ使用料は減免されません。例えば、医療法人の場合、医療法の目的である「国民の健康の保持に寄与する」ことに該当する行為とは言えないためです。
逆に、町内会が「町内の親睦を深める」として実施する場合は、減免が適用されます。


７　使用料の還付について
Ｑ７－１
イベントに伴う露店等の出店を申請し、使用料を納付して許可されましたが、イベント自体が雨で中止になりました。この場合、使用料の還付はされますか？
Ａ７－１
【露店等の出店者の場合】
「イベントに伴う」ことを許可の条件としていますで、イベント自体が中止となった場合は、許可自体が取り消しになるので還付申請をしていただければ、還付されます。ただし、イベント主催者が取りまとめて申請された場合は、下記と同様の扱いとなります。
【イベント主催者の場合】
例え荒天であっても、自己判断による中止の場合、行為の前日までに中止の連絡がない場合は、還付されません。

Ｑ７－２
１枚の申請書で複数の公園や複数の日の行為許可を受けましたが、その１部を中止した場合、使用料の還付はされますか？
Ａ７－２
いいえ、還付できません。この場合、行為の中止ではなく行為の変更になるため、安城市都市公園条例第１１条第３号に該当しません。中止の可能性がある場合は、１公園ずつ１日ずつ申請書を提出することをお勧めします。この場合、納付書、領収書及び許可書は１公園ずつ１日ずつ発行されます。

